
１．介護保険サービス等に関する消費税の取扱いについて

　　令和元年10月からの消費税率の変更に伴い、介護保険サービスの報酬単価も変更となります。そのため、

　介護予防・日常生活総合事業費も同様に報酬改定を行うものです。これは、消費税率の引き上げによる事

　業者負担増に対応するためのものです。同時に、要介護度別の支給限度額も引き上げられるものです。

（参考）支給限度額 （１か月につき）

２．古賀市における介護予防・日常生活支援総合事業費の報酬改定についての対応

　①現行相当（従前相当）の訪問型・通所型サービス費は、改定後の地域支援事業実施要綱の単価とする。

　②基準緩和サービス費は、現行相当（従前相当）サービス費の改定率にあわせた単価とする。

　③委託サービス費は、利用料（利用者負担額）の単価と委託料を①の改定率に合わせる。

　④介護予防マネジメント費は、改定後の地域支援実施要項の単価とする。

消費税増税に伴う介護予防・日常生活支援総合事業費の報酬改定について（案）

要介護状態区分

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

事業対象者

50,320円

105,310円

167,650円

197,050円

令和元年１０月から

269,310円

308,060円

360,650円

50,030円

50,030円

104,730円

166,920円

196,160円

令和元年９月まで

270,480円

309,380円

362,170円

50,320円

資 料 3

介護

サービス

事業者

利 用 者

保 険 者

（古賀市）

介護報酬

（非課税）

支払い

（課税）

購入先

●食器

●洗剤

●車いす

など

介護サービス提供

７割から９割

利用者負担（１割から３割）

物品の購入

介護報酬の引き上げ
消費税引き上げ分の

負担軽減
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３．改定後の報酬（案）

（１）訪問型独自サービス費 １単位の単価：10.21円

（２）訪問型基準緩和サービス費 １単位の単価：10.21円

（３）委託訪問型サービス費 単位：円

（４）通所型現行相当サービス費　パターン１
1単位の単価：10.14円

訪問型サービスⅥ
事業対象者・要支援２
週3回で1月の中で9～12回まで

サービス内容略称 算定項目

270 271

285 286

改定後改定前

単　位　数

訪問型基準緩和サービス・同一建物

165 166

266 267

1,168 1,172

2,335 2,342

3,704 3,715訪問型サービスⅡ
事業対象者・要支援２
週3回で月13回以上

訪問型サービス短時間
事業対象者・要支援１・２
（20分未満）1月22回まで

訪問型サービスⅣ
事業対象者・要支援１・２
週1回で1月の中で4回まで

算定項目サービス内容略称

訪問型サービスⅠ

通所型独自サービス２

通所型独自サービス２回数

通所型独自サービス１回数

サービス内容略称 算定項目
利用料金

改定前 改定後

要支援１（週１～２回）
事業対象者・要支援２（週１～３回）

193 194

単　位　数

改定前 改定後

事業対象者・要支援１・２
週1回で月5回以上

訪問型サービスⅡ
事業対象者・要支援１・２
週2回で月9回以上

訪問型基準緩和サービス
要支援１（週１～２回）
事業対象者・要支援２（週１～３回）

215 216

訪問型サービスⅤ
事業対象者・要支援１・２
週2回で1月の中で5～8回まで

改定前 改定後
サービス内容略称 算定項目

通所型独自サービス１
事業対象者（週１回）、要支援１
1月の中で5回以上

1,647 1,655

訪問型委託サービス 事業対象者、要支援１・２ 100 100

単位数

389 391

事業対象者（週2回）、要支援２
1月の中で9回以上

3,377 3,393

378 380
事業対象者（週1回）、要支援１
1月の中で4回まで

事業対象者（週2回）、要支援２
1月の中で8回まで
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（５）通所型現行相当サービス費　同一建物　パターン２
１単位の単価：10：14円

（６）通所型基準緩和サービス費
１単位の単価：10：14円

（７）短期集中予防サービス費 単位：円

（８）介護予防支援費　 １単位の単価：10.21円

（９）介護予防ケアマネジメント費 １単位の単価：10円

サービス内容略称

通所型独自サービス１

通所型独自サービス１回数

サービス内容略称

通所型独自サービス１・同一建物

通所型基準緩和サービス２

通所型独自サービス２・同一建物

単位数

改定前 改定後
算定項目

291 293

通所型独自サービス２回数
事業対象者（週2回）、要支援２
1月の中で8回まで

302 304

事業対象者（週１回）、要支援１
1月の中で5回以上

1,271 1,277

通所型独自サービス２
事業対象者（週2回）、要支援２
1月の中で9回以上

2,625 2,637

事業対象者（週1回）、要支援１
1月の中で4回まで

325 327

273 274

単位数

改定前 改定後

通所型基準緩和サービス１ 事業対象者・要支援１
（週1回）

315 317

262 263

事業対象者（週2回）
要支援２（週１～２回）

算定項目

介護予防支援 要支援１・２ 430 431

430 431

利用料金

改定前 改定後

短期集中予防サービス 事業対象者、要支援１・２（週2回） 400 402

サービス内容略称

事業対象者、要支援１・２

介護予防ケアマネジメントＡ

介護予防ケアマネジメントＢ

介護予防ケアマネジメントＣ

サービス内容略称 算定項目

サービス内容略称 算定項目

300 301

300 301

算定項目
単位数

改定前 改定後

単位数

改定前 改定後
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